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宮崎市小規模修繕工事契約希望者登録制度申請要領

（令和６年度随時受付申請用）

１．制度の概要

本市が発注する小規模な修繕工事について、市内の事業者を対象に登録制度を設けることにより、市

内事業者の受注機会を確保しようとするものです。

本市では建設業の許可や経営事項審査を要件とした競争入札参加資格者登録制度を設けていますが、

その名簿に登録されていない事業者が対象です。

２．対象となる修繕工事

本市が発注する小規模な修繕工事のうち、設計金額が１件当たり50万円以下のもので、修繕又は工

事の内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易と認められるものとします。

３．登録要件

本制度に登録できる方は、競争入札参加資格者名簿に未登載で市内に主たる事業所を有する者又は市

内に住所を有している者とします。ただし、次のいずれかに該当する場合は登録できません。

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号のいずれかに該当する者（た

だし、特別の理由がある場合は、この限りではありません。）

（２）契約を希望する工事（以下「契約希望工事」という。）を履行するために必要な資格、免許等

を有しない者

（３）市税及び国民健康保険税等を滞納している者

（４）宮崎市暴力団排除条例（平成23年条例第47号）第２条第３号に規定する暴力団関係者

（５）前各号に掲げる者のほか、市長が契約の相手方として不適当と認める者

≪参考≫地方自治法施行令（抜粋）

（一般競争入札の参加者の資格）

第１６７条の４ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各

号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条第

一項各号に掲げる者

≪参考≫宮崎市暴力団排除条例（抜粋）

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下

「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。

(4) 市民等 市民及び事業者をいう。
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４．登録申請の受付

登録を希望される方は、登録申請書に必要な書類を添付し、次の期間に契約課に郵送または、直接

持参してください。

・受付期間 令和５年７月１日から令和７年２月２８日まで(土日、祝・休日除く)

※郵送の場合は令和７年２月２８日までの消印有効。

・受付場所 宮崎市役所 第二庁舎 ３階 契約課 工事契約係（電話：0985-21-1725）

５．登録の有効期間

・有効期間 名簿登載日から令和７年６月３０日まで

※なお、随時受付の名簿登載時期については、下表のとおりとなります。

６．登録名簿への登載等

登録申請書及び添付書類を提出した方については、本市で必要な審査を行い、宮崎市小規模修繕

工事契約希望者登録審査結果通知書により結果を通知し、宮崎市小規模修繕工事契約希望者登録名

簿（以下「登録名簿」という。）に登載します。

本市の小規模修繕工事は、登録名簿への登載者のほか、競争入札参加資格者名簿登載者を見積業

者選定の対象としていることから、登録決定により契約等を約束するものではありませんので予め

ご留意ください。なお、見積り依頼等については、修繕工事担当課から直接行います。

また、登録名簿は市ホームページ等で公開しますので予めご了承ください。
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７．提出書類

提出書類は、この表の順番に並べて、左上をダブルクリップで留めて提出してください。

【提出書類一覧】 ◎：提出必須 ○：該当者のみ提出

№ 提出書類 説明 法人 個人

１ 提出書類確認表 提出書類をチェックし、漏れがないか確認してください。 ◎ ◎

２ 様式第１号 宮崎市小規模修繕工事契約希望者登録申請書 ◎ ◎

３ 様式第２号 市税等の課税・納付状況確認同意書 ◎ ◎

４ 様式第３号

小規模修繕工事の契約希望工事の施工実績

※契約希望工事について申請日から直近一年間の施工実績を記入

してください。

※施工実績がない場合は「施工実績なし」と記入してください。

◎ ◎

５ 様式第４号 暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書 ◎ ◎

６ 使用印届
・契約手続き等において使用する印鑑を届けてください。

・任意様式でも可能です。
◎ ◎

７
登記事項証明書

（写し可）

※法務局で発行されます。

※現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書のどちらでも可。

※申請日から２か月以内に発行されたもの。

◎

８
身分証明書

（写し可）

※本籍地のある市区町村で発行されます。

※申請日から２か月以内に発行されたもの。
◎

９

事業所の所在地

が確認できる書

類

（写し可）

※個人事業者で事業所の所在地が代表者住所と異なる場合に提出し

てください。

※水道料金や光熱費等の領収書等（原本を提出する場合はＡ４用紙

に貼り付けて提出してください。）

○

10
許認可・資格免

許等証明書類

※契約希望工事を履行するにあたって法的に必要な許可、免許等の

写し。
○ ○
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８．記入要領

（１）宮崎市小規模修繕工事契約希望者登録申請書（様式第１号）の記入について

①「商号又は名称」欄には、法人・個人それぞれ次のとおり記入してください。

法人：登記事項証明書記載の商号を記入してください。

個人：通常使用している名称（屋号）がある場合はそれを記入し、ない場合は記入不要です。

②「メールアドレス」欄には、宮崎市からの案内等を確認できるアドレスを記入してください。

③「代表者職名」欄には見積書・請求書等に記す役職名を記入してください。個人事業者で役職名

を見積書・請求書等に記入しない場合は記入不要です。

④「所在地・住所」欄には、法人・個人それぞれ次のとおり正確に記入してください。

法人：登記事項証明書記載の所在地

個人：主たる事業所の所在地（自宅を主たる事業所としているときは自宅の住所）

⑤「代表者住所」欄は、本市に住民登録している場合のみ記入してください。

⑥「契約希望工事区分」欄については、別表「小規模修繕工事の工事区分」の中から自ら履行する

ことができる工事を希望順に３つ以内で記入してください。

ただし、契約希望工事を履行するにあたって法的に必要な許可・免許等を取得していなければ、

その工事区分に登録できません。

「その他の工事」を選択した場合は、具体的な内容を＜「その他の工事」の具体的な内容＞欄に

記入してください。

（２）市税等の課税・納付状況確認同意書（様式第２号）の記入について

「滞納無証明書」の取得は必要ありません。契約課が滞納の有無を確認します。

※「５．登録の有効期間」に定める該当の名簿登載時期の前々月末までに納期限が到来する市税

等について確認します。確認の結果、滞納があった場合は個別に納付を依頼します。依頼があっ

た日から７日以内に、滞納分を納付したことの分かる書類（領収書の写し等）を契約課に提出し

てください。期日までに市税等の完納が確認できなかった場合、登録要件を満たさないため、登

録はできません。

（３）小規模修繕工事の契約希望工事の施工実績（様式第３号）の記入について

①選択した契約希望工事について、発注の際の参考としますので申請日から直近一年間の施工実績

を記入してください。

②自ら施工したものであれば、元請･下請に係らず記入してください。

③施工実績がない場合は、「施工実績なし」と記入してください。

（４）暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書（様式第４号）の記入について

①「役員等名簿」欄に記載する対象者は法人・個人それぞれ次のとおり記入してください。

法人：監査役を除き、登記事項証明書に記載のある全員を記入してください。

個人：代表者及び経営に実質的に関与している方を記入してください。

９．登録事項の変更・廃止

（１）登録事項の変更について

本市への登録事項に変更があった場合は、宮崎市小規模修繕工事契約希望者登録事項変更届（様

式第７号）を速やかに提出してください。

（２）登録の廃止について

法人の解散や事業を廃止するなど、本市への登録を廃止する場合は、宮崎市小規模修繕工事契約

希望者登録廃止届（様式第８号）を速やかに提出してください。
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別表：小規模修繕工事の工事区分

※上下水道関連の修繕は、上下水道局の指定工事事業者の指定を受けている必要があります。

工事区分 内容例

１ 建築一式工事 建物の修繕工事で工事の種類が複数に及ぶもの

２ 大工工事 大工工事、型枠工事、造作工事等

３ 左官工事 左官工事、モルタル工事、吹付工事等

４
とび、土工、コンクリ

ート工事

とび工事、足場等仮設工事、工作物解体工事、土工事、コンクリート

工事、ネットフェンス工事等

５ 石工事 石積み工事等

６ 屋根工事 屋根ふき工事等

７ 電気工事 送配電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事等

８ 管工事
空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、衛生設備工事、浄化槽工

事、ガス管配管工事、ダクト工事等

９
タイル、レンガ、ブロ

ック工事
コンクリートブロック積み工事、レンガ積み工事、タイル張り工事等

１０ 板金工事 板金加工取付工事、建築板金工事等

１１ ガラス工事 ガラス加工取付工事

１２ 塗装工事 塗装工事等

１３ 防水工事
アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、シート

防水工事等

１４ 内装仕上工事 天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事等

１５ 電気通信工事
電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、

データ通信設備工事等

１６ 建具工事 サッシ取付工事、シャッター取付工事、金属製・木製建具取付工事等

１７ 畳・表具工事 畳張替え、襖・障子の張替え工事等

１８ 消防施設工事 火災報知設備工事等

１９ その他の工事 上記にあてはまらない工事



【提出書類確認表】

商号又は名称

連絡先電話番号

※日中連絡のつく連絡先電話番号を記入してください。

※提出者チェック欄にチェックマークを記入のうえ提出してください。

※提出書類は、この表の順番に並べて、左上をダブルクリップで留めて提出してください。

◎：提出必須 ○：該当者のみ提出

No.
提出

書類
説明

法

人

個

人

ﾁｪｯｸ欄

提出者 契約課

１ 提出書類確認表
提出書類をチェックし、漏れがないか確認してくだ

さい。
◎ ◎ 本書 本書

２ 様式第１号 宮崎市小規模修繕工事契約希望者登録申請書 ◎ ◎

３ 様式第２号 市税等の課税・納付状況確認同意書 ◎ ◎

４ 様式第３号

小規模修繕工事の契約希望工事の施工実績

※契約希望工事について申請日から直近一年間

の施工実績を記入してください。

※施工実績がない場合は「施工実績なし」と記入し

てください。

◎ ◎

５ 様式第４号 暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書 ◎ ◎

６ 使用印届

・契約手続き等において使用する印鑑を届けてく

ださい。

・任意様式でも可能です。

◎ ◎

７
登記事項証明書

（写し可）

※法務局で発行されます。

※現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書の

どちらでも可。

※申請日から２か月以内に発行されたもの。

◎

８
身分証明書

（写し可）

※本籍地のある市区町村で発行されます。

※申請日から２か月以内に発行されたもの。
◎

９

事業所の所在地が

確認できる書類

（写し可）

※個人事業者で事業所の所在地が代表者住所と

異なる場合に提出してください。

※水道料金や光熱費等の領収書等（原本を提出

する場合はＡ４用紙に貼り付けて提出してくださ

い。）

○

10
許認可・資格免

許等証明書類

※契約を希望する工事を履行するにあたって法

的に必要な許可、免許等の写し。
○ ○

受付

番号



様式第１号

宮崎市小規模修繕工事契約希望者登録申請書

年 月 日

宮崎市長 殿

次の誓約事項を確認のうえ、宮崎市小規模修繕工事契約希望者登録制度実施要綱第４条の規定に基

づき、下記のとおり宮崎市小規模修繕工事契約希望者登録名簿への登載を申請します。

［誓約事項］

（１）本制度の登録要件を満たしていること及び申請内容については事実と相違ないことを誓約しま

す。

（２）宮崎市小規模修繕工事契約希望者登録名簿に登載された場合、法令及び契約に関する諸規程を

遵守して見積りに参加するとともに、受注したときは誠実に小規模修繕工事を施工します。

記

※１ 宮崎市からの案内時に使用します。

※２ 代表者住所、メールアドレス、申請・使用印を除き、宮崎市ホームページ等で公開されます。

※３ 契約希望工事については、別表（小規模修繕工事の工事区分）のうち契約を希望する工事を３

つ以内で記入してください。

※４ 資格・免許等が必要な工事の契約を希望するときは、許可書等の写しを添付してください。

※５ 契約希望工事が「１９その他の工事」の場合、具体的な内容を記入してください。

フリガナ

商号又は名称

電話番号 ＦＡＸ番号

郵便番号 〒

所在地・住所 宮崎市

メールアドレス

（※１）

代表者職名

代表者名

代表者住所

（※２）

宮崎市

（宮崎市在住者のみ記入)

契約希望工事

契約希望工事

（３つ以内）（※３）
経験年数

資格・免許等が必要な工事は、

その種類・名称等（※４）

第１希望 年 月

第２希望 年 月

第３希望 年 月

＜「１９その他の工事」の具体的な内容（※５）＞



（調査時点：  　　年　　月　　日）

宮　崎　市　記　入　欄

市税滞納状況

《特記事項》

納税管理課　　　　印

会
社

□法人市民税□個人住民税(特徴分)(       )□固定資産税( 　 期)
□都市計画税（　　　　期）□軽自動車税□市たばこ税（　　　　）
□鉱産税（　　　　）□入湯税（　　　）□事業所税

（ 有 ・ 無 ）代
表
者

□個人住民税（　　　期）□固定資産税（　　　期）
□都市計画税（　　　　期）□軽自動車税□市たばこ税（　　　　）
□鉱産税（　　　　）□入湯税（　　　　）□事業所税
□国民健康保険税（　　　期）

市税等の課税・納付状況確認同意書
年 月 日

宮崎市長 殿

宮崎市小規模修繕工事契約希望者登録制度申請のため、宮崎市が当社又は私個人の宮崎市税等の課税・

納付状況を次のとおり調査することに同意します。

１．調査に同意する税目等

① 個人住民税（特別徴収分含む）② 法人市民税 ③ 固定資産税 ④ 都市計画税 ⑤ 軽自動車税（種別

割） ⑥ 市たばこ税 ⑦ 鉱産税 ⑧ 入湯税 ⑨ 事業所税 ⑩ 国民健康保険税（個人の場合のみ）

２．調査対象期間

宮崎市小規模修繕工事契約希望者登録制度申請要綱に定める期間

-------------------------------------------------（以下 宮崎市使用欄）------------------------------------------------------

申請者

商号又は名称

（フリガナ）

所在地

〒 －

代表者職氏名
（フリガナ）

代表者生年月日 T ・ S ・ H 年 月 日生

代表者住所

※宮崎市内の場合のみ

〒 －

宮崎市

宮崎市内の

営業所等の有無

※主たる営業所が宮崎

市外の場合

□有

〒 －

宮崎市

□無

様式第２号 （宮崎市小規模修繕工事契約希望者登録制度申請用）

※本調査により収集した情報は、宮崎市小規模修繕工事契約希望者登録制度申請のために使用し、そ

の他の目的には一切使用いたしません。



様式第３号

小規模修繕工事の契約希望工事の施工実績

※工事区分については、申請日から直近１年間での施工実績を記入してください。

※自ら施工したものであれば元請・下請に係らず記入してください。

No. 工事区分 施工年月
元請

下請
工事内容 請負金額

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



様式第４号

暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書

私は、自己又は自社の役員等が、宮崎市暴力団排除条例（平成２３年条例第４７号）第２条第３号

に規定する暴力団関係者ではないことを誓約します。

また、下記の役員等名簿に記載した者が宮崎市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団関係

者ではないことを、宮崎県警察本部に照会することを承諾します。

年 月 日

宮崎市長 殿

所 在 地

商号又は名称

代表者職氏名

記

役員等名簿

職名
フリガナ

生年月日 性別 備考
氏名

大正・昭和・平成

年 月 日
男・女

大正・昭和・平成

年 月 日
男・女

大正・昭和・平成

年 月 日
男・女

大正・昭和・平成

年 月 日
男・女

大正・昭和・平成

年 月 日
男・女

大正・昭和・平成

年 月 日
男・女

大正・昭和・平成

年 月 日
男・女

大正・昭和・平成

年 月 日
男・女

大正・昭和・平成

年 月 日
男・女

大正・昭和・平成

年 月 日
男・女



様式第７号

宮崎市小規模修繕工事契約希望者登録事項変更届

年 月 日

宮崎市長 殿

所在地又は住所

商号又は名称

代表者職氏名

ＴＥＬ

宮崎市小規模修繕工事契約希望者登録制度実施要綱第８条の規定により、小規模修繕工事契約希望者登録事項について、次のとおり変更したいの

で届け出ます。

変更事項 変更前 変更後 変更年月日

備考



様式第８号（要領第８条関係）

宮崎市小規模修繕工事契約希望者登録廃止届

年 月 日

宮崎市長 殿

所在地又は住所

商号又は名称

代表者職氏名

ＴＥＬ

宮崎市小規模修繕工事契約希望者登録制度実施要綱第８条の規定により、小規模修繕工事契約希望者登録について、次のとおり廃止したいので、

届け出ます。

契約希望工事 廃止の理由 廃止年月日

備考


